
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ザ・ひとりおやかた 
THE HITORIOYAKATA 

No.４ 202３.２.１３ 

かわちの一人親方労災保険組合 

〒577-0012 東大阪市長田東 2-1-31-301 

T)06-6785-7133  F)06-6785-7133 

 

 
（１） 

３件とも給付基礎日額は３,５００円でした… 

もし、給付基礎日額が１０,０００円だったら 

① 8,000 円×11 日＝８８,０００円 

② 8,000 円×88 日＝７０４,０００円 

③ 8,800 円×7 日＝５６,０００円 

「かわちの組合」結成２年め、労災事故が相次いで発生しました。 

昨年４月以降、次の様な労災事故の保険請求をおこないました。 

（※実際に起こった事故をモデルにしたフィクションです） 

① 壁の倒壊 （休業 14 日） 

 民家のブロック塀を解体しているとき、壁が倒壊して下敷きに。 

幸い会員は短期間の休業で済んだが、複数の作業員が巻き込まれ、 

警察による事故の調査もありました。 

② 重機との接触 （休業 91 日） 

 バック・ホウが旋回したときに近くで作業していた会員の足に 

バケットが当たって骨折し、長期間休業することになりました。 

「第三者災害（同僚間災害）」にあたり、手続きも複雑でした。 

③ 工具による事故 （休業 10 日） 

 倉庫内作業で、誤まって工具で指を切り、病院に直行しました。 

 

 

休業４日め以降の補償額は 

① 2,800 円×11 日＝３０,８００円 

② 2,800 円×88 日＝２４６,４００円 

③ 2,800 円×7 日＝１９,６００円 

年度更新・総会スケジュール  
 

 

 

 

２ 

・ 

３ 

月 

１ 更新（変更）希望確認 

「更新（変更）希望確認書」をこ 

のニュースと同時にお届けします。 

3 月 13 日(月)までに回答ください。 

２ 会費徴収 

  更新（変更）希望の方は来年度の 

会費・労働保険料を 3 月 17 日(金)ま

でに納付して下さい。 

３ 加入者証交付 

  会費・労働保険料を納入されたら、 

３月中に加入者証をお届けします。 

４ 総会議案発表・委任状送付 

  加入者証と同時にお届けします。 

 

４ 

・

５

月 

５ 委任状提出 

  総会の１週間前までに委任状を提 

出してください。 

６ 第３回総会開催 

  ５月１９日（金）17:00～〈予定〉 

  かわちの社労士事務所にて 

 ※保険料は 2 面に掲載しています。 ↑待期期間（３日）を除く日数 
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会費・労働保険料 料金表 

（Ⅰ）かわちの一人親方労災保険組合会費 

年間１２,０００円 

年度途中の加入は１月当り１,０００円 

（Ⅱ）労働保険料  ※法律で定められています。 

    ①希望額を選べます 

②年度途中の加入は１月当り下記の１２分の１ 

③年２６０日働くとして 
 

給付基礎日額（休業補償額） 年間保険料 

３,５００円（ ２,８００円） ２２,９８６円 
４,０００円（ ３,２００円） ２６,２８０円 
５,０００円（ ４,０００円） ３２,８５０円 
６,０００円（ ４,８００円） ３９,４２０円 
７,０００円（ ５,６００円） ４５,９９０円 
８,０００円（ ６,４００円） ５２,５６０円 
９,０００円（ ７,２００円） ５９,１３０円 

１０,０００円（ ８,０００円） ６５,７００円 
１２,０００円（ ９,６００円） ７８,８４０円 
１４,０００円（１１,２００円） ９１,９８０円 
１６,０００円（１２,８００円） １０５,１２０円 
１８,０００円（１４,６００円） １１８,２６０円 
２０,０００円（１６,０００円） １３１,４００円 
２２,０００円（１７,２００円） １４４,５４０円 
２４,０００円（１９,２００円） １５７,６８０円 
２５,０００円（２０,０００円） １６４,２５０円 

                            

 

【 ケガで休む時の補償額は？ 】 

労災事故でケガをして仕事を休んだ時の

補償額をあらかじめ決めるための数字が

「給付基礎日額」で、これによって労災保険

料も決まります。 
 

【例】給付基礎日額を１万円と決めた場合 

●年間に支払う労災保険料は 

10,000 円×365 日×18／1,000＝65,700 円 

 一人親方の労災保険料率↑ 

 年会費 12,000 円と合計して  77,700 円 

●休業補償額は待期期間（３日）を除く休業

４日めから １日 8,000 円×休んだ日数 

  

 ひ と こ と  

ふたつのいみがある特別加入 

２.１３ というわけで、２月１３日に第４号発刊です。 

ホームページにもアップしています。 

URL: https://kawachino.org 
 

（２） 

 

【 3，500円だけでないランク制 】 

給付基礎日額（休業補償額）は、最低

３,５００円から最高２４,０００円ま

で１６ランクのうちから選べます。 

【左記の料金表参照】 
 

一人親方特別加入は「建設現場への

通行手形」にすぎないという考えから、

ほとんどの会員さんが最低額を選んで

います。 

ケガをして休む時の 

ために、少しでも大き 

な額への変更を考えて 

みましょう。 

 


